
～夕暮れ時と夜間の交通事故防止について～

この時期から、日没の時間が早まるため、夕暮れ時から夜間には
歩行者や自転車が関係する重大事故が、多発する傾向にあります。
夕暮れ時から夜間における交通事故防止対策として、重要な点は

「目立つこと」です。

☆交通事故防止対策
○ 明るい色の服装（明るい色の服装を着て、運転者に存在を知らせる。）
○ 反射材等の利用（反射タスキ等を着用したり、懐中電灯を持ち歩き、運転者に存在
を知らせる。

○ 自転車のライトの点灯（薄暮時にはライトを点灯させ、運転者に存在を知らせる。）

☆児童虐待防止対策の推進について

児童虐待とは？
児童虐待とは、保護者がその監護する児童（１８歳未満）に

対して行うもので、殴る、蹴る等の身体的虐待や性的虐待だけ
でなく、心理的虐待やネグレクトも含まれます。

「児童虐待かも？」と思ったら、警察や児童相談所に通報を！
〇 子供が泣き叫ぶ声や大人の怒鳴り声が聞こえる。
〇 子供に不自然な傷や打撲の痕がある。
〇 子供の服や体がいつも汚れている。
〇 夜中に子供が１人で歩いている。
〇 車内に子供だけ残されている。

○ 駐在所管内の犯罪発生状況
空き巣が発生しています。
不審者を発見した際は、警察への通報をよろしくお願いします。
外出する際は、戸締りを必ずしましょう。

○ 駐在所管内の交通事故発生状況
農道での事故が多発しています。
車を運転する際は、時間と心に余裕を持って運転しましょう。
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～特殊詐欺に注意！～
お金を要求する突然の電話、身に覚えのない請求、うま

い融資話があっても、あわてたり、安易に考えたりせずに
「詐欺かもしれない」という疑いを持ってください。
そして、自分一人だけで判断して、直ぐに現金を振り込

むことなく、親類や知人、地域の相談窓口、警察等に相談
してください。


